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社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会建築物エネルギー消費性能基準等小委員会、 

総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会 

建築物エネルギー消費性能基準等ワーキンググループ及び 

中央環境審議会地球環境部会住宅・建築物の脱炭素化に関する専門委員会 

合同会議（第７回） 

令和３年１１月２４日 

 

 

【事務局】  本日はお忙しい中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

私は、事務局を務めさせていただきます、国土交通省住宅局参事官付の○○でございます。

よろしくお願いいたします。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、ウェブ会議による開催と

しております。 

 委員の皆様は、原則としてカメラをオンにしたままでお願いいたします。また、マイク

はミュートとしていただき、御発言の際にマイクをオンにしていただきますようお願いい

たします。 

 資料は、事前に電子データで委員の皆様にお送りさせていただいております。お手元に

御用意ください。 

 また、本日はウェブで生中継しており、傍聴の方がおられますので、よろしくお願いい

たします。 

 また、資料及び議事録につきましては、インターネット等において公開することとし、

議事録は、委員に御確認をいただいた上で、委員のお名前を伏せた形で公開をさせていた

だきます。あらかじめ御了承ください。 

【事務局】  同じく事務局の国土交通省住宅局参事官付の○○です。それでは、開会に

先立ちまして、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の配付資料一覧にございますように、資料１－１、総合資源エネルギー調査会省

エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会建築物エネルギー消費性能基準等

ワーキング委員名簿です。資料１－２、社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会建築

物エネルギー消費性能基準等小委員会委員名簿です。資料１－３、中央環境審議会地球環

境部会住宅・建築物の脱炭素化に関する専門委員会委員名簿です。 
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 資料２、①エコまち法に基づく低炭素建築物の認定基準の見直し案、②建築物省エネ法

に基づく誘導基準の見直し案に対するご意見。資料３、①都市の低炭素化の促進に関する

法律に基づく低炭素建築物の認定基準の見直しについて。資料４、②建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律に基づく誘導基準の見直しについて。資料５、③住宅性能表

示制度におけるＺＥＨ水準を上回る等級案に対するご意見。資料６、③住宅の品質確保の

促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度におけるＺＥＨ水準を上回る等級について。

あと、参考資料となっております。 

 なお、本日も１１月４日と同様、３省合同会議、２省合同会議、国交省会議の連続開催

となっております。資料２につきましては３省合同・２省合同の共通資料、資料３は３省

合同会議の資料です。資料４以降につきましては２省合同会議、国交省会議の資料となり

ますので、参考とさせていただいております。 

 以上の資料をお配りしております。欠落等がございましたら、事務局までお申し出くだ

さい。よろしいでしょうか。 

 本日の委員の出欠状況を確認させていただきます。 

 総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会建

築物エネルギー消費性能基準等ワーキンググループの委員出欠状況ですが、○○委員にお

かれましては欠席の御連絡を受けております。その他の委員の皆様におかれましてはご出

席をいただいております。また、オブザーバーの皆様におかれましても、６団体の皆様に

御参加いただいております。 

 次に、社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会建築物エネルギー消費性能基準等小

委員会の委員出欠状況ですが、○○委員におかれましては、遅れるとの御連絡を受けてお

ります。そのほかの委員の皆様には御出席をいただいております。また、オブザーバーの

皆様におかれましては、７団体の方々に御参加いただいております。 

 次に、中央環境審議会地球環境部会住宅・建築物の脱炭素化に関する専門委員会の出欠

状況です。兼任されています○○委員につきましては、ご紹介のとおりです。その他の委

員の皆様におかれましてはご出席いただいております。 

 それでは、この後、議事のほうに入らせていただきますが、前回同様、○○委員長に議

長をお願いしたいと思います。 

 それでは、議長、お願いいたします。 

【議長】  ありがとうございます。委員の皆様には、大変お忙しいところ御出席いただ
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きまして、ありがとうございます。 

 それでは、ただいまから、総合資源エネルギー調査会の建築物エネルギー消費性能基準

等ワーキンググループ、社会資本整備審議会の建築物エネルギー消費性能基準等小委員会、

中央環境審議会の住宅・建築物の脱炭素化に関する専門委員会の第７回合同会議を開催さ

せていただきます。 

 本日の議題は、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の認定基準の

見直しについてでございます。皆様、ご協力よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず事務局より、資料２、①エコまち法に基づく低炭素建築物の認定基準の

見直し案、②建築物省エネ法に基づく誘導基準の見直し案に対するご意見、資料３、①都

市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の認定基準の見直しについてご説

明をいただき、そこで質疑応答とさせていただきたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

【事務局】  事務局より、資料２について説明いたします。 

 エコまち法に基づく低炭素建築物の認定基準の見直しと、建築物省エネ法に基づく誘導

基準の見直しに関しては、共通する部分が多々ございますので、併せてご意見を御紹介し

たいと思います。 

 １ページ、省エネ性能の基準全般に関する主な意見についてです。誘導基準の強化につ

きましては、全体の方針については同意する。建材・設備のトップランナー制度と並んで、

建築物省エネ法の誘導基準強化も必須です。 

 関係者の理解というところでは、基準の引上げについては供給側だけでなく、需要家・

消費者等も含め社会的な理解を進める必要がある。理解がなければ、コスト面の懸念から

エネルギー効率の向上やＣＯ２排出量の削減が実現しない可能性もある。 

 建築主のメリットを建築主や国民全体に広報していくための基礎的なデータづくりに向

けて、３省連携してほしい。 

 低炭素建築物の認定基準の達成目標の１０％、２０％の削減によって、どれくらいのＣ

Ｏ２削減に寄与できることを期待して数値設定しているかということについて、解説やガ

イドを作ってほしいというご意見。 

 将来に向けたデータ収集では、基準引上げにより、地域によって設備機器の組合せが限

定的となるといったこと、外皮性能をさらに上げるといったことが考えられる。今後の省

エネ基準の段階的な引上げにも関わるため、地域別の適合率や設備機器の組合せについて
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適宜データを取って分析したほうがいいというご意見でございました。 

 オブザーバー意見ですが、関係者の理解ということで、基準引上げに際しては、性能値

だけでなく新築住宅の想定件数やエネルギー消費・ＣＯ２の削減量をデータとして説明す

るなど、一般の方に丁寧に説明していく必要があるといったご意見でございました。 

 その他、認定低炭素の所得税等の軽減など、ハードルが上がるのでインセンティブも上

げてほしいといったご意見でございました。 

 ２ページ、非住宅の基準に関する主な意見でございます。 

 委員意見としましては、非住宅建築物の外皮基準を存置すべき、設備は改修時に更新な

されるが、外皮は更新されることが難しい。 

 設備と意匠の設計両者で協力して省エネ建築をつくり上げる観点からも、建築本体の省

エネ性能を外せないのではないか。 

 用途によって達成が難しいものがあれば、用途別にＰＡＬ*を残すなどの工夫ができな

いかといったご意見。 

 ＢＥＩの算定時にＰＡＬ*も同時に算定されるので、計算の負荷は実質的にはかからな

いと思う。 

 温熱環境、実態とシミュレーションの乖離を少なくする観点からも外皮基準は大切。 

 複層ガラスを採用するなど、ガラスや断熱材の最低外皮仕様を設定するという方法もあ

るのではないか。 

 省エネ基準だけでなく、建材トップランナー制度により外皮性能の底上げを図るという

考え方もあるかもしれないといったご意見でございました。 

 オブザーバーの意見としては、非住宅建築物において外皮性能の向上の見える化は重要。

モデル建物法の省エネ計算において容易に算出可能なＵＡ値、ηＡＣ値を表示できるように

すると、実態把握に有効であるというようなご意見がございました。 

 ３ページ、住宅の基準に関する主な意見でございます。 

 共同住宅の評価方法について、ペリメータゾーンが支配的な住宅においては、外皮基準

は重要な指標であると。共同住宅で外皮性能を住棟評価してしまうと中住戸に引っ張られ

てしまうので、住戸評価とすべきというご意見でした。 

 オブザーバーのご意見としては、共同住宅の一次エネ評価を住棟全体で行うことは賛成

です。 

 一方、外皮の基準につきましては単位住戸とのことで、マンションは戸建と異なり、Ｒ
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Ｃ内断熱タイル張りが一般的で最上階妻側最不利住戸では達成が難しい。現行の評価では

住戸間でやり取りされる熱が単に失われる評価になっており、低く評価されている。この

先検証を検討してもらいたいといったご意見でございました。 

 続いて４ページ目、その他の基準に関する主な意見でございます。 

 委員のご意見としては、今後、太陽光発電を要件化することについて、今後建築物で普

及すべき太陽光発電について、ＺＥＨを促す具体的な見直しとなっているのでよい。 

 太陽光発電以外の再エネ促進という観点からは、太陽光発電について、積雪寒冷地は標

準として展開しにく、屋根の構法の課題もあるため、地中熱や木質バイオマス等も考慮し、

より多くの建築物に使えるように進めるべき。ＪＩＳの整備についても積極的に進めるべ

きといったご意見でした。 

 蓄電設備の設置については、据置型でなくてもＥＶでも対応可能なようにしてはどうか。 

 ＥＶの役割は極めて重要。住宅に据置型の蓄電池を設置して、定期点検がなされず危険

な状態が放置される懸念がある。ＥⅤには車検制度があるので、安全面にも配慮できる。

住宅の蓄電池の安全面にも配慮する必要がある。 

 電力システムの観点で、蓄電池の設置は悪いことではないが、日照に差がある場合では

ただ貯めるだけではなく、足りないところに電気を戻してくれる機能を持った蓄電池が必

要と考える。現時点では書き切れないが、目的を幅広に書いて、少しずつルールを改善で

きるようにしてほしい。 

 現行の８項目は、低炭素建築物の実現に対して重要な技術であることを示すメッセージ

となるので、要件として引き続き維持されることは重要というご意見でございました。 

 オブザーバー意見としては、太陽光発電以外の再エネ促進ということで、日本の景観の

中で太陽光発電を載せられない地域もある。ジオサーマル空調やバイオマス発電といった

ものについて、なるべく多く適用できるようにしてほしいといったご意見でございました。 

 続きまして資料３で、先ほどの意見を受けて、その修正案でございます。１ページ目を

お願いします。 

 非住宅において求める省エネ性能というところでございます。下側の表にありますよう

に、改正案のところでは一次エネ（ＢＥＩ）の水準は用途によって０.６、０.７とした上

で、外皮の性能につきましてはＰＡＬ*を改正後も求めるというご提案でございます。 

 一方、上の枠の中の赤書きで書かせていただいておりますが、低炭素建築物の認定基準

は誘導すべき基準であることから、外皮基準を存置するとし、なお、将来の建築物省エネ
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法の省エネ基準（義務基準）を、今回改正する誘導的基準相当に引き上げる際には、現行

の省エネ基準において外皮基準が要件化されていないことも踏まえ、外皮基準を要件化す

ることを前提とせず、慎重に検討するという記載をさせていただいております。 

 ２ページ、住宅において求める省エネ性能につきましては、前回ご提案させていただい

たとおり、ＺＥＨの一次エネ水準もしくは強化外皮基準を求めるというところで、前回提

示させていただいたとおりでございます。 

 ４ページ、低炭素建築物に基づくその他の認定基準について、前回、一番上の（１）再

生可能エネルギーを導入することを、ご提案をさせていただいております。ご意見を踏ま

えまして、従来の選択項目８項目に１つ追加をして、９項目目を追加しております。Ｖ２

Ｈ充放電設備等の設置として、電気自動車に充放電、または、充電可能とする設備をとい

う項目を追加して、新たにそういったものも選択項目として認められるという修正をして

おります。 

 ５ページ、共同住宅における評価単位の取扱いについては、前回御提案させていただい

た評価単位の説明と全く同じでございます。ただ、上の枠の中の赤字、注釈で書かせてい

ただいておりますように、今後共同住宅の外皮基準の評価に関しては、住戸間の熱損失の

扱いについて検証を行うということを追記させていただいております。 資料の説明につ

きましては、以上でございます。 

【議長】  ありがとうございます。 

 それでは、以上の説明内容につきまして、ご質問、ご意見を含めご発言をお願いしたい

と思います。手挙げ機能を使っていただければと思います。 

 それでは、○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】   ありがとうございます。ご意見を反映していただいていると拝見いた

しました。それで、今の資料３の改正案の４ページを見ていて、少し意見というか質問で

すけれども、再生可能エネルギーを導入することと、冒頭、第１の（１）にありますけれ

ども、ここで創エネというような言い方も住宅の中で出てまいります。再生可能エネルギ

ーの定義を明確にしていただけるといいと思いました。 

 いろいろなルールがあると思いますけれども、太陽光、風力、水力、地熱、太陽の熱、

あと害もありますけれども、大気中の熱というのもあるところでは評価対象となっていた

りするので、そういったものが明確に入るのか入らないのかとか、ＺＥＨの定義では創エ

ネではないのだけれども、ＺＥＨスタートの縦軸にコジェネが入っているとか、そういっ
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たこともありますので、その辺りをこの資料でないかもしれませんけれども、どこかで明

示していただけるとよいと思います。 

 以上でございます。 

【議長】  ありがとうございます。 それでは、○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】   前回の意見、今回の改正案に反映していただきまして、誠にありがと

うございます。最大の懸念点であった外皮基準の、ＢＥＩ、ＰＡＬ*のところ、これは引き

続き建築にとっては非常に重要なこと、つまり実質的な省エネ、ＣＯ２排出削減というとこ

ろでも非常に重要だと思っていますので、結果としてよかったと思います。 

 それから、今お聞きしていて気になった点が二、三あるのですが、例えば資料３です。

今の外皮基準に関係しますけれども、これが将来どういう扱いになるかです。資料３の１

ページの上の囲みの赤い文字の文章ですけれども、「外皮基準を存置する」と、そこまでで

いいのではないかと思うのです。なお書き以降は、これはどういう形でどういう記録とし

て残るかにもよりますけれども、将来の省エネ基準検討の手足を縛ることになるので、そ

の時点で自由で適切な判断をできればいいわけで、その足かせにならないように、このな

お以下はここであえて書く必要はないのではないかと思います。 

 ＥＶのほうもありがとうございます。説明の中でＥＶと言っておりましたけれども、Ｅ

Ｖの定義はご存じのとおり、電気自動車、電動車という定義もございますので、ここでは

充電するということですから、ハイブリッドは含みませんけれども、プラグイン・ハイブ

リッド（ＰＨＶ）も同様の効果が得られることになるので、そういう充電できる電動車と

いう意味でＥＶ、ＰＨＶが念頭にあるということを確認したいと思います。 

 最後ですけれども、ヒートアイランド対策のところで前回申し上げたのですが、建築の

寿命の中で本当にその技術が効果を発揮するか、効果の実効性ということに関して、やや

首を傾げたくなる技術もたくさんございますので、そういう意味で前回も、例えばＣＡＳ

ＢＥＥのヒートアイランドとか、あるいはヒートアイランド学会が認めたものとか、そう

いったものを、これは解説書等でもいいかもしれませんが、明示していただくことで、設

計側あるいは行政側、両方の負担が減って、よりよい誘導になるのではないかと思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

【議長】  ありがとうございます。 

 それでは○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】   
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 ＥＶについて、若干背景も含めてコメントし、意見を述べさせていただきます。日本で

はＦＩＴ制度の下で、国民の年間３兆円水準の負担の下で、再エネ電気が通常の電気の中

に含まれているという状況になっています。現在、九州エリアで実施されている再エネ電

気を使用し切れない出力制御という運用は、今後の再エネの導入拡大に伴って、全国に広

がるということが予想されておりまして、このエリア全体で余剰しがちな再エネ電気の最

大活用は喫緊の課題と考えております。 

 自動車の電化、すなわちＥＶ利用に不可欠な戸建て、さらには集合住宅、さらには勤務

地充電を可能とするようなものを含めて業務用建物における充電設備の設置促進というも

のは、モビリティの省エネルギーに加え、再エネ活用への重要な施策となると思います。

海外では、電力の需給に合わせて、例えば市場価格に連動してＥＶ充電を行うというよう

なことが実際に行われて、再エネ電気を最大活用する取組が行われております。このよう

な状況において、前回コメントさせていただいて、今回修正案を御提示いただきました。

事務局、どうもありがとうございました。 

 以上の状況で私からの質問は、今回の修正で、最も安価で普及が期待されますバッテリ

ーやルーフトップＰＶを前提としない普通の電気、ＦＩＴ電気が含まれている普通の電気

で充電する一番安価なコンセントの設置、充電コンセントの設置というものが対象となっ

たという理解でよろしいでしょうか。もし制約があるとすれば何か、具体的に御説明をい

ただけないかということでございます。よろしくお願いします。 

【議長】  ありがとうございます。 

 それでは、先に○○委員、お願いできればと思います。 

【○○委員】  資料２の１ページの前回の委員意見の中で、若干補足させていただきた

いことがございます。 

 ２番目、関係者の理解の中で、３省連携してほしいということで、これは国交省、経産

省、環境省の３省だと思うのですけれども、健康面とかウェルネスの観点を所管するのは

厚生労働省でありますし、昨年度ですか、国交省と厚労省が相互両省監修で、省エネのパ

ンフレットに健康面の便益のパンフレットが作られたのですけれども、そういう意味では

３省に加えて、多分今回最も関連の深いのは厚労省ですので、厚労省もうまく連携して国

民の理解を得ていく、そういうところをぜひ忘れないでいただきたいというお願いでござ

います。 

 以上です。 
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【議長】  ありがとうございました。 

 それでは、○○様、お願いいたします。不動産協会の○○様、よろしいでしょうか。 

【○○オブザーバー】   

 資料３の４ページ目の、認定基準の新しい改正案についてなんですが、（１）の再生可能

エネルギーを導入することとなっています。住宅の共同の部分と非住宅の部分については、

導入することという記載がありますが、容量等の話とか、細かい部分の記載がないのです

が、この辺については、今後検討を進めることになるのでしょうか。また、具体的なもの

は示されるのでしょうか。 

 我々の業界では、結構太陽光パネルが大前提になるのかなと考えておりますけれども、

そうした場合、都市部においては日影の問題であるとか、将来的に建物が、いろいろ更新

が進んだときに条件が変わってしまう問題であるとか、いろいろなことが考えられると思

います。その辺についても今後検討の中に入れていただければと感じております。 

 以上でございます。 

【議長】  ありがとうございます。 

 オブザーバーの○○様、お願いいたします。 

【〇〇オブザーバー】  いろいろと意見も取り入れていただきながらまとめていただき、

ありがとうございます。 

 今回の資料３の４ページ目の認定のところですけれども、ほかの方の意見にもありまし

たけれども、一般の方の理解を深めていくというところで、やはり今までやってきたこと

によってどういう効果があったのかというような情報も必要ではないかなと思います。 

 そういった場合に、今回この低炭素建築物、これの認定を始めた頃というのが多分大分

前だったと思うのですけれども、その際にここで項目を挙げています節水ですとか、それ

からＨＥＭＳの利用、こういったものが実際にどのぐらい低炭素に寄与したのかというこ

と、そういったことの情報もぜひ集めていただきたいと思います。 

 我々住宅の設計をやっていますと、ＨＥＭＳも初めの頃は使うけども、その後、使わな

くなってしまうというような状況がかなり見受けられるものですから、これが一体本当に

役に立っているのかという疑問を持っている方が多いと思います。 

 また、環境部会で意見が出たのは、ヒートアイランドのところですけれども、例えば反

射率の高い舗装材を使った場合、これが本当にいいのかと。ほかの植物に例えば悪い影響

を与えたりとか、目にまぶしいとか、そういったことはないのかとか、そういった意見も
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出ております。ですので、今後この辺りはさらにブラッシュアップしていくというか、見

直しをしていっていただきたいと考えます。ありがとうございます。 

【議長】  ありがとうございました。 

 それでは、○○様、よろしいでしょうか。 

【○○オブザーバー】  資料２の３ページのところですけれども、認定基準、誘導基準

の外皮基準ＢＰＩを存置していただきまして、ありがとうございます。さらに将来に対し

ての、○○委員のご意見に賛成いたします。 

 ２つ目に、資料３の５ページ、今後、共同住宅の外皮基準の評価に関して、住戸間の熱

損失の扱いについて検証を行うという付記に感謝いたします。 

 ３つ目、資料２の２ページ、外皮性能の見える化は重要、ＵＡ値やη値を非住宅において

表示すると実態把握に有効という意見を記載いただきましたけれども、今後の検証あるい

は検討方法について、できればお伺いしたいと思います。 

 以上でございます。 

【議長】  ありがとうございます。 

 現在、手が挙がっているのはここまでですけれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、幾つか質問がございましたので、よろしければ事務局からお願いいたします。 

【事務局】  事務局を務めております、住宅局の○○です。いただいたご意見について

コメントさせていただきます。 

 まず、○○委員からいただきました、創エネのところの定義をしっかりと決めるべきで

はないかというところにつきましては、太陽光に限らず、できる限り幅広く対応できるよ

うに検討していきたいと考えています。 

 続いて、○○委員からいただきました、資料３のなお書き以降のところについて、不要

ではないかということでございましたけれども、これまでの議論の中で、今回決めた誘導

基準については将来の義務基準とすることも念頭に置きつつというような議論もありまし

たので、事務局としては、誘導基準がそのまま何の検討もなく義務基準にスライドするの

ではなくて、その時点での状況を踏まえて慎重に検討するということについて、資料に記

載のとおり書かせていただければと考えています。 

 続いて、ＥＶの関係についてですけれども、ＥＶ、ＰＨＶを念頭でよいかということで

ございました。ＥＶ、ＰＨＶを念頭とするということで結構かと思いますが、もしこの点

に関してエネ庁より何かコメントがあれば、お願いしたいと思います。 
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 また、○○委員から、ヒートアイランドについて、どのようなものが対象となるか明確

に示す必要があるのではないかということでございましたので、今後、具体の運用をして

いく中で検討させていただければと思います。 

 続いて、○○委員から、同じくＥＶのことに関して、コンセントの設置が対象になった

ということでよろしいかというご質問がございました。こちらについてもそれで構わない

と考えてございますが、エネ庁より、現在のＥＶの運用を踏まえて、何かコメントがあれ

ばお願いしたいと思います。 

 続いて、○○委員から、資料にある３省の連携という点に関して、厚労省も加えた中で

しっかりと取組をということでございました。省エネ住宅と健康の関係につきましては、

現在も、厚労省とも連携して取り組んでおり、引き続き厚労省とも連携しながら取り組ん

でいきたいと思います。 

 続いて、○○オブザーバーから、再エネの導入に関して、共同住宅や非住宅については

なかなか設置実績も少なくて厳しい面もあるというご指摘がございました。ここに書かせ

ていただいているとおり、少しでも設置していただくという方向で取組をさせていただけ

ればと考えています。戸建における５０％のようには決めずに、少しでも設置していただ

くというところで取組をさせていただければと考えているところでございます。 

 続きまして○○オブザーバーからご指摘がありました。まず、これまでの認定実績につ

いてどうかということでございましたけれども、これまでの認定においては、１番の節水、

６番の劣化対策、７番の木造といった項目について、多く選択をされているところでござ

います。いただいたそのＨＥＭＳの効果については、もし何かあればエネ庁よりコメント

をいただければと思います。 

 続いて、反射率の高い塗装についてもコメントをいただきました。今後の課題として承

らせていただければと思います。 

 最後、○○オブザーバーより、今後の外皮の見える化に関して、どのように進めていく

のかということでございました。おそらく、モデル建物法におけるＷＥＢプロの出力の仕

方のことをおっしゃっていただいているのではないかと思いますが、まず、実務的に可能

かどうかということを確認させていただいた上で、出力するとなった場合に、モデル建物

によるものであるということをどのように表現するかという点についても検討させていた

だいた上で、対応していきたいと考えてございます。 

 事務局からのコメントは以上です。 



-12- 

 

【議長】  ありがとうございます。 

 それでは、エネ庁のほうからお願いいたします。 

【事務局】  資源エネルギー庁省エネルギー課長の○○でございます。 

 まず、ＥＶにＰＨＶは含まれるかということでございますが、ここでは充電設備という

ことを規定しておりまして、ＥＶもＰＨＶも共通の充電のフォーマットに基づいて充電を

するので、ＥＶであるかＰＨＶであるかというのは特に区別を充電側のほうではしないこ

とから、そういった意味ではＰＨＶも含まれるというのが我々の理解でございます。 

それから、ＰＶとコンセントの件ですが、事務局から説明のあったとおりであると思って

おります。一つの要件として、充電可能設備を含むという形にしておりますので、ＰＶか

らＥＶの電気を充電が可能になるという理解をしております。ただし、ここで挙がってい

るのは要件のうちの一つということでございますので、建築主の選択によってはほかの要

件が選ばれるということもありますが、要件の中の一つとして含まれていることについて

は間違いないと思っております。 

 また、ＨＥＭＳの効果としては、我々は１０％と置いておりますけれども、実際には多

様なＨＥＭＳが今後とも出てくると思いますので、どのようなデータ把握の方法が可能な

のかということは引き続き考えていきたいと思います。一方で、実績のデータとしてＨＥ

ＭＳだけを取り出した効果というのは、我々も把握していないところでございます。 

 それから、○○委員から御指摘のあった再エネの定義の件でございます。事例として空

気熱も挙げられ、事務局からは、ここではできる限り幅広に対応出来るようにということ

でお答えいただきましたが、この内容については、場合によってはもう少し明確にしたほ

うが良いのかもしれません。 

 空気熱ということになりますと、エアコン本体の効率の向上とダブルカウントになって

しまうため、そういったものは含まれないのではないかと考えております。 

 私からは以上でございます。 

【議長】  どうもありがとうございました。事務局から何かございますか。よろしいで

すか。 

 委員の皆様、オブザーバーの皆様、今の御回答について何かご意見があれば、お願いを

したいと思います。 

 ○○委員、いかがでしょうか。 

【○○委員】  ありがとうございます。先ほどのなお書き以下の話ですけれども、先ほ
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どの事務局のご説明によれば、既に誘導水準、徐々に義務基準にしていくという前提があ

るから、必ずしもそのままその上に乗せたわけではなくて、自由な判断をするためのコメ

ントだということでしたが、逆のほうに振れないようにご配慮いただきたいと思います。 

 それから、このご意見を伺っていて気になったのは、特にＰＶなり充電設備なり、その

ときの容量の話で、少しでも普及促進をしていくためにという大きな趣旨は結構ですけれ

ども、実はほかの省庁のデータを見ていても、ＰＶ利用という中に街灯みたいに非常に小

さな容量のもの、１０ワットに満たないとか、そんなものも含まれていたので、容量の下

限値などはどこかで設定が要るのではないかと思います。庭につける足下灯とか、そうい

ったところも含めるということは意図されていないと思うので、住宅・建築の設備という

意味で、一定の足かせが要るのではないかと思います。 

 以上です。 

【議長】  ありがとうございます。 

 それでは、○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  ありがとうございます。今までのご説明、補足説明が必要な基準を入れ

るということでは、今後、建て主、あるいは実際に建築をする業者の皆様がしっかりこの

新しい誘導基準を理解して普及をさせていくことが重要だと思います。そして、これは将

来的には義務化の可能性もある誘導基準ということで、様々な利用方法があることを示す

と意味でも効等についてデータでの検証も必要だと思います。 

 また、今、ご指摘があったように少しでも設置していただく方向で幅広に考えるという

趣旨は大変結構です。他方、建物分野、すなわち家庭や業務用分野の省エネルギー効果へ

の期待は非常に大きいため、、項目が採用されればいいというだけではなく、それがしっか

りと普及・浸透して、実際に省エネルギーの効果が生まれることが重要です。入れればよ

いというところでとどまらない工夫が今後必要だと思いますので、広報あるいは支援とい

ったところにも目配りをしていただければと思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

【議長】  ありがとうございます。 

 それでは、○○オブザーバー、お願いいたします。 

【○○オブザーバー】   恐れ入ります。○○委員のほうから再エネの定義についてコ

メントがございまして、先ほど事務局から御説明を頂戴しました。再エネ源につきまして

は法律上、ご案内のとおり、ご承知のとおりですけれども、エネルギー供給構造高度化法
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の施行令に記されているものが法律上定義されているものと理解しておりますが、また例

えば大気熱につきましても、先ほどエアコンについてはというコメントを頂戴しましたけ

れども、太陽熱利用と大気熱利用、同じような使い方をしているものもございます。ぜひ

とも再エネ源についての大気熱の部分について、深くかつ幅広くご検討いただければと思

います。 

 以上でございます。 

【議長】  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、そろそろ予定の時間となりますけれども、先ほどの１ページの外皮基準のと

ころ、なお書き以下がちょっと否定的に見えたという文言もありますので、この辺り、も

し委員長一任いただければ、事務局のほうで調整させていただきたいと思っておりますけ

れども、全体的に私に一任していただいてよろしいでしょうか。いかがでしょうか。 

（「異存ありません」の声あり） 

【議長】  それでは、ほかにご意見ないようですので、議事はここまでとさせていただ

いて、本件委員長一任ということで今後は進めさせていただきたいと思います。 

 ほかに、事務局から連絡事項等ありましたら、よろしくお願いいたします。 

【事務局】  今後の予定といたしましては、ただいまご議論いただきました内容を踏ま

えまして、パブリックコメントを実施し、１月頃に社会資本整備審議会建築分科会建築環

境部会への報告を行い、３月頃の公布を予定しております。また、施行の時期につきまし

ては、令和４年秋頃を目標として具体化を進めたいと考えております。 

 なお、この後、直ちに２省合同会議を開催いたしますので、中央環境審議会の住宅・建

築物の脱炭素化に関する専門委員会の皆様はご退室をいただきまして、総合資源エネルギ

ー調査会の建築物エネルギー消費性能基準等ワーキンググループ、社会資本整備審議会の

建築物エネルギー消費性能基準等小委員会の委員の皆様におかれましては、引き続き参加

をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 事務局からの連絡事項は以上です。 

【議長】  本日はお忙しい中、ご審議をいただきありがとうございました。 

 以上をもちまして、３省合同会議を終了させていただきます。どうもありがとうござい

ます。 

 

―― 了 ―― 


